
令和元年７月２１日執行 参議院議員通常選挙
管 理 執 行 上 問 題 と な っ た 事 項 に つ い て ( 総 括 )

１ 投票関係
(1) 投票用紙の交付誤り（６７件）

【内容】
○ 選挙人に対して、投票用紙を交付する際、誤って２枚交付した。（２９件）
○ 選挙区又は比例代表の投票用紙を２枚交付し、もう一方の投票用紙を交付し
なかった。（１６件）

○ 選挙区と比例代表の投票用紙を逆に交付した。（１６件）
○ 選挙区の投票を終えた選挙人に、比例代表の投票用紙を交付し忘れた。（３
件）

○ 比例代表選挙の投票に際し、４月に行われた県議選の投票用紙を交付した。
（１件）

○ 在外選挙人名簿登録者が期日前投票所に訪れた際、誤って在外投票用紙を交
付した。（１件）

○ 投票管理者が、選挙区選挙の投票用紙交付機から投票用紙１枚が出ているこ
とに気づき、受付済みの有権者に渡し忘れたものと思い、白票のまま投票箱に
入れた。その後、投票管理者は、投票用紙が受付済みの人数よりも１枚多く交
付されていることに気づき、まだ投票していない有権者のうちから、１人を投
票したこととして処理した。（１件）

(2) 本人確認誤り等（２０件）
【内容】

○ 期日前投票済みの選挙人が、再度期日前投票所又は投票所を訪れた際に、投
票用紙を交付し投票させた。（１１件）

○ 家族の投票所入場券を持参した選挙人に家族の分の投票用紙を交付し投票さ
せた。（３件）

○ 名簿対照の際に、本人と異なる選挙人を投票済みと処理していたため、当該
選挙人が投票できなかった。（２件）

○ 転入して３ヶ月経過していないため、当区において選挙権のない選挙人が来
場し、住所、氏名、生年月日をもとに名簿対照を行ったが、本人と異なる当区
の選挙人と誤認し、投票用紙を交付し投票させた。（１件）

○ 選挙人名簿に登録されていない介助人に投票用紙を交付し投票させた。（１
件）

○ 名簿対照の際に受付処理をせずに投票用紙を交付したため、投票総数が投票
者数を上回った。（１件）

○ 指定された投票区と異なる投票区を訪れた選挙人に対して投票させた。（１
件）

(3) 不在者投票の運用誤り等（１１件）
【内容】

○ 選挙管理委員会から不在者投票に関する書類一式を送付するにあたり、投票
用紙の封入漏れがあった。（３件）

○ 選挙人が自宅で投票用紙に記入し内・外封筒に封をした状態であった不在者
投票を滞在地の選挙管理委員会に持参したところ、本来ならば当該選挙管理委
員会は受け取らずに、本人に再度名簿登録地市町村選挙管理委員会から投票用
紙を請求してもらうべきであったが、滞在地の選挙管理委員会が受け取ってし
まった。（１件）

○ 県選挙管理委員会の指定を受けていない施設からの不在者投票用紙の請求に



対して投票用紙等の交付を行い、当該施設において投票が行われ、それを受理
した。（１件）

○ 不在者投票の投票用紙を、期日前投票の投票箱に投函させた。（１件）
○ 不在者投票用紙１名分について、市の郵便担当職員の仕分けミスにより、選
挙期日までに選挙管理委員会事務局に到達しなかった。（１件）

○ 在外投票における郵便等投票において、投票用紙等を送る際、番地の記載漏
れがあったため、在外選挙人に届かなかった。（１件）

○ 複数の市区町村に投票用紙等を請求した不在者投票指定施設において、それ
ぞれの団体から交付された投票用紙及び封筒を取り違えて交付し、不在者投票
をさせた。（１件）

○ 選挙人へ送付した不在者投票関係書類の中に、４月の県議選の候補者氏名を
紹介する参考資料（氏名掲示表の写し）を誤同封した。（１件）

○ 施設における不在者投票終了後、投票用紙（比例代表）の残数が１枚不足し
ていることが分かったが、二重交付があったのか、紛失したのか、原因は不明
であった。（１件）

(4) 候補者の氏名等掲示の誤り等（８件）
【内容】

○ 氏名等掲示において候補者氏名又は政党名に誤字があった。（２件）
○ ３名の候補者の内１名について、通称のみを表示すべきところを戸籍名と通
称を併記し表示した。（１件）

○ 混雑時に使用するために比例代表用に予備として設置していた記載台に、選
挙区の氏名等掲示を置いてある状態にした。（１件）

○ 記載台に平成２９年１０月２２日執行の衆議院議員総選挙時の氏名等掲示を
置いてしまった。（１件）

○ 投票所内に大判の氏名等掲示は貼付していたが、記載台への貼付漏れがあっ
た。（１件）

○ 点字による氏名等掲示について、政治団体に係るページが落丁しているもの
が含まれていた。（１件）

○ 点字による氏名等掲示について、比例代表選挙の名簿登載者氏名を誤って記
載して作成した。（１件）

(5) 投票受付システムの停止（１件）
【内容】

○ 期日前投票システムがダウンし使用不可能な状態になり、市内４カ所の各期
日前投票所における投票の受付、選挙人名簿との対照ができなくなった。（１
件）

(6) 事務従事者の説明・誘導誤り（３件）
【内容】

○ 既に転出の手続きをしているが名簿に掲載されている選挙人について、投票
できない旨、投票所で案内した。（１件）

〇 投票用紙を交付する際、誤って選挙区と比例代表の投票方法を逆に説明した。
（１件）

〇 登録基準日時点で失権者であったが、７月９日に権利が回復していた選挙人
に対して、誤って投票できない旨を説明し投票させなかった。（１件）

(7) その他（４件）
【内容】

○ 投票箱の鍵が開かなかったのでペンチで鍵を壊し、投票箱が空であることの
確認を終え、午前７時１０分頃から投票を開始した。（１件）



〇 投票所のある施設の鍵を持った投票事務従事職員が参集時刻に遅刻したため，
投票開始時刻が７時から２分遅れてしまった。（１件）

〇 郵便による在外投票の投票用紙等を県選管から受領し保管していたが、統一
地方選挙の物品とともに当該投票用紙等も廃棄してしまった。（１件）

〇 投票箱が空であることの確認を行う前に面前で別の選挙人が投票を行ってし
まったため、既に１票入っている状態で確認を行った。（１件）

２ 開票関係
(1) 投票用紙の集計誤り（１４件）

【内容】
〇 按分計算する際、基礎票の入力誤りにより得票数を誤った。（３件）
〇 特定枠候補者に係る按分の基礎となる投票数に、政党等への投票数を加えて
按分を計算し、得票数を誤った。（１件）

〇 比例代表選挙における名簿登載者の得票数１票について、別の候補者の得票
数として誤って集計した。（２件）

○ 比例代表選挙の開票において、ある候補者の得票数が、別の候補者に誤って
計上・報告された。（１件）

〇 開票時に「山本」票について、山本姓の６名で按分すべきところ、開票シス
テムの登録に誤りがあったため、候補者を取り違えて按分された。（２件）

〇 持ち帰り票が１票あったものと判断し報告したが、後日投票箱の点検を行っ
たところ、投票箱から投票用紙（白票）が見つかった。（１件）

〇 開票録について，候補者１名の得票を誤って０票とし，当該候補者の得票を
無効投票として計上した。（１件）

〇 投票所１箇所の投票者数が未計上であることが判明し、投票者数の訂正を行
った。その結果、投票者数と投票総数にかい離が生じたため、改めて開票所内
の物品を確認したところ、未計上の無効票が発見された。（１件）

〇 開票録の作成時に、不受理となった票数（１）を加えず、持ち帰り・その他
に（-1）と計上した。（１件）

〇 投票者数を投票総数が上回ることとなったまま投票結果を確定したが、後日
調査により、投票者数の計上漏れなどが発覚した。（１件）

(2) 開票集計の遅延（５件）
【内容】

○ 投票者数と投票総数が大きく異なっていたことについて、原因究明を行った
ため、開票確定が大幅に遅れた。（５件）

３ 選挙啓発関係
(1) 選挙啓発の誤記等（１件）

【内容】
○ 比例代表選挙の「選挙のお知らせ版」に誤って平成28年執行の参議院選挙の
データが収録されていた。（１件）

４ 選挙公営関係
(1) 選挙公報関係（４件）

【内容】
○ 選管が業者に交付した台帳に誤りがあったため、一部の地域で投票日前日の
配布となった。（１件）

○ 業者が配布対象地域でないと誤認したり、業者による配布員の手配漏れによ
り、一部の地域で投票日前日の配布となった。（３件）



(2) ポスター掲示場関係（１件）
【内容】

○ 掲示場の区画の「３」と「５」の位置が逆であった。（１件）

５ 選挙犯罪
(1) 詐偽投票（２件）

【内容】
○ 息子が自分の入場券を使用して期日前投票を行い、さらに父親の投票所入場
券を使用して期日前投票を行った。（１件）

○ 不在者投票施設において、施設職員４名が共謀して、意思表示をすることが
できない選挙人にかわって勝手に候補者名を記入した。（１件）

６ その他実務関係
(1) 投票所入場券関係（１７件）

【内容】
○ 転出して他市区町村の選挙人名簿に登録されている者や死亡者に対して入場
券を発送した。（８件）

○ 投票所入場券に記載された期日前投票所又は投票所の場所・投票できる日時
について誤りがあった。（５件）

〇 郵便局に入場券の発送を依頼したところ、依頼枚数より実枚数が少ないとの
連絡があったが、具体的にどの世帯のどの選挙人かは教えてもらえなかったこ
とから、配送が大きく遅れた。（１件）

○ 転出した選挙人について、転出先選管から名簿登録に関する通知を受けてい
たが、公示日後に当該転出先選管から名簿に登録しなかった旨の連絡を受けた
ため、当該選挙人への投票所入場券等の送付が遅れた。（１件）

〇 一部の投票所入場券について、誤って４月の県議選に使用した入場券に住所
を印刷し、送付をした。（１件）

〇 投票所入場券に併記している期日前投票宣誓書の住所記載欄にあらかじめ印
刷している区の名称を誤記した。（１件）

(2) 選挙人名簿の調製誤り（５件）
【内容】

〇 転入してから３ヶ月経過する前に転出し、本来登録すべきでない者が登録さ
れていた。（１件）

〇 平成３０年８月に在外選挙人名簿への登録申請に係る書類を受理していたが、
手続き未了のままで、在外選挙人名簿に登録されていなかった。（１件）

〇 選挙権停止の回復に関する事務処理ができておらず、選挙権停止状態のまま
となっていた。（２件）

〇 公示日から投票日までに18歳になる有権者の選挙時登録が漏れていた。（１
件）

(3) その他（２件）
【内容】

○ 現職の農業委員会委員である選挙区選挙の立候補者について、立候補届出書
の職業欄には参議院議員と兼職することができない「農業委員会委員」と記載
するべきところ、別の職業を記載していた。（１件）

〇 選挙区選出議員選挙の当選証書に公印を押印する際、選管委員長の公印を押
印すべきところ、選挙長の公印を押印した。（１件）



７ 速報関係
(1) 投票関係（１７件）

【内容】
○ 期日前投票や不在者投票の計上漏れや二重計上があった。（５件）
○ 期日前投票の状況を集計するにあたり、期日前投票を行った在外選挙人の数
に誤って在外公館投票により送致を受けた数を含めて計上していた。（３件）

○ 時間別投票状況の速報において、11：00現在の速報値を県選挙管理委員会に
報告する際、誤って7:00から10：00までの投票者数を二重に計上して報告した
ため、実際より投票者数が多く発表された。（１件）

○ 住民票の職権消除に伴い選挙人名簿の登録を抹消した者１名が、公示日前日
の選挙人名簿登録者数に含まれていた。（１件）

〇 ７月３日以前に死亡者が出たが、訂正データの送付を怠ったため、情報が反
映されないまま公示日前日の選挙人名簿登録者数が公表された。（１件）

○ 選挙人名簿登録者数について、７月４日から７月21日までの間に選挙人名簿
から抹消する予定の者（転出から４か月経過する予定の者）の数を、誤って７
月３日までに抹消した者の数に含めて計上したため、公示日前日の名簿登録者
数が少なく発表された。（１件）

○ 開票確定直前に口頭で各投票所から報告された投票者数の総計が、投票録に
記録された投票者数と異なっていた。（１件）

○ 投票結果報告（オンラインシステム）において、当日有権者数の内訳数値（国
内、在外）を誤って報告した。（２件）

○ 投票者数の集計の際に、在外投票数が二重計上となった。（２件）

(2) 開票関係（１８件）
【内容】

○ 比例代表選挙において、特定枠の候補者の氏名を記載した投票数を、速報時
に誤って政党等の名称を記載した投票として報告していた。（１３件）

○ 開票結果速報時に、「仮登録」ボタンを押下したが、２時間程度経過しても
次画面の読み込みが完了せず、送信前の帳票出力や送信ボタンの押下を行うこ
とができなかった。（１件）

○ 投開票速報システムにおいて、「無効投票の内訳」の理由別票数を入力する
際に、欄を逆に入力して報告した。（１件）

○ 比例代表選挙の開票結果状況報告について、午前１時台の集計作業を行う際
に、一旦集計処理を完了した後、１団体から訂正の報告があったが、適正に反
映させず、総務省に報告を行った。（１件）

○ 比例代表の開票において，有効票１票を無効票としたまま，開票結果を県選
挙管理委員会に報告した。（１件）

○ 候補者の得票数の入力にミスがあり、開票結果の速報を誤った。（１件）

合計 ２００件



選挙啓発関係 選挙犯罪
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選挙人名簿
の調製誤り

その他 投票関係 開票関係

北海道 1 1 1 1 3 1 1 1 3 13

青森県 3 1 4

岩手県 -

宮城県 2 1 1 1 1 2 8

秋田県 3 1 4

山形県 1 1 1 1 4

福島県 2 1 1 1 5

茨城県 1 1 2

栃木県 1 1

群馬県 1 1 2

埼玉県 1 1 2 2 1 7

千葉県 2 2 4 1 1 10

東京都 -

神奈川県 1 1 2

新潟県 5 1 6

富山県 -

石川県 1 1 1 3

福井県 -

山梨県 2 1 2 2 7

長野県 1 1 2

岐阜県 4 4

静岡県 1 1 1 3

愛知県 2 2 1 1 1 1 8

三重県 2 1 2 2 7

滋賀県 3 3 6

京都府 1 1 1 1 1 5

大阪府 5 4 1 1 2 1 14

兵庫県 6 1 2 1 3 1 14

奈良県 1 1

和歌山県 1 1 2

鳥取県 1 1

島根県 -

岡山県 2 5 7

広島県 1 1 1 3

山口県 1 1 1 3

徳島県 1 1 2

香川県 1 1 2

愛媛県 2 1 1 1 5

高知県 5 5

福岡県 2 1 1 4

佐賀県 1 1

長崎県 1 2 1 1 5

熊本県 1 1 3 5

大分県 2 1 1 1 5

宮崎県 1 1 1 3

鹿児島県 1 1 2

沖縄県 2 1 3

合計 67 20 11 8 1 3 4 14 5 1 4 1 2 17 5 2 17 18 200

管理執行上問題となった事項・件数都道府県別一覧
投票関係 開票関係 選挙公営関係 その他の実務関係 速報関係

合計



平成12年 平成13年 平成15年 平成15年 平成16年 平成17年 平成19年 平成19年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成31年 令和元年

衆 参 統一 衆 参 衆 統一 参 衆 参 統一 衆 参 衆 統一 参 衆 統一 参

投票用紙の交付誤り 15 14 3 13 16 12 6 19 23 23 10 15 26 44 12 53 61 24 67

本人確認誤り 1 2 3 2 3 12 9 15 13 15 23 17 32 34 21 18 53 20

不在者投票運用誤り 4 6 3 7 2 4 1 0 12 8 2 20 10 6 7 9 7 4 11

氏名等掲示誤り 4 2 2 4 1 1 3 1 2 4 12 3 2 3 9 8

その他投票関係 6 4 5 1 1 0 8 2 10 6 1 9 6 22 3 7 20 12 8

開票開始時刻 2 1 2 1 1

開票終了時刻 2 1 1 1 6 5

投票用紙集計誤り 1 1 1 1 3 1 1 1 8 14

その他開票関係 1 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1

5 3 2 1 2 3 7 4 6 5 4 8 2 5 9 7 20 5

1 1 2 3 2 1 1 3 2 2 2 1

2 2 6 2 3 3 6 4 5 3 1 1 1 2 1 3 2 2

投票所入場券関係 4 3 2 2 3 9 4 16 6 10 7 8 15 6 23 5 11 17

その他 1 1 3 5 3 4 3 1 1 3 6 4 9 6 13 13 7

投票関係等 13 17 27 15 19 41 28 2 24 22 33 14 27 23 13 17

開票関係 6 10 4 4 18 10 14 7 15 20 23 11 19 14 4 18

90 76 38 52 63 64 73 83 148 112 58 132 134 194 112 174 175 181 200計

管理執行上問題となった事項・件数等の推移

速
報
関
係

選挙公営

啓発関係

選挙犯罪

そ
の
他

開
票

項目

投
票

46 37 7
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